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札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する

条例 

札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例（平成２８年条例第４７号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「、第１７条及び第１８条」を「及び第１７条から第２０条

まで」に改め、同項の表第１８条の項中「第１８条」を「第２０条」に改め、

同条第２項中「養育」とあり、同条第２項中「３歳に満たない」を「養育する」

とあり、並びに同条第２項及び第３項中「小学校就学の始期に達するまでの」

に、「養育」とあり、及び同条第３項中「小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員が、当該子を養育」を「養育する」に、「介護」」を「介護する」」に、

「における」」を「に」」に、「である」」を「で」」に、「がある」を「が」に改

める。 

附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日以後において改正後の第２条第１項において読み替え

て準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例（平成６年条例第３９号）第

８条第２項の規定による時間外勤務の制限に関する制度を利用するため、当

該規定による請求（その３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育

するためにするものに限る。）をしようとする教育職員は、同日前においても

当該規定の例により、当該請求をすることができる。 

 



（理 由） 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

一部改正等を踏まえ、時間外勤務の免除の対象となる教育職員の範囲を拡大し、

教育職員に対する仕事と介護との両立を支援する制度の周知を徹底する等のた

め、本案を提出する。 


